
   伊 丹 市 介 護 保 険 の 保 険 給 付 の 制 限 に 関 す る 要 綱  

第 １ 章 （ 総 則 ）  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。） 第 ６ ６ 条 ， 第 ６ ７ 条 及 び 第 ６ ９ 条 の 規 定 に 基 づ

く 保 険 給 付 の 制 限 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す

る 。  

 （ 用 語 の 意 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  納 期 限  伊 丹 市 介 護 保 険 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 ３ 月 ２ ７ 日 条 例 第

４ 号 。以 下「 条 例 」と い う 。）第 ６ 条 に 基 づ き 定 め ら れ た 納 期 を

い う 。  

⑵  滞 納 保 険 料  第 1 号 被 保 険 者 に 係 る 保 険 料 に つ い て ， 納 期 限

を 経 過 し て 未 払 い で あ る 保 険 料 を い う 。 た だ し ， 徴 収 権 が 時 効

に よ り 消 滅 し た も の を 除 く 。  

⑶  認 定  法 第 ６ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 認 定 を い う 。  

⑷  滞 納 期 間  滞 納 保 険 料 に 係 る 納 期 限 か ら の 経 過 期 間 を い う 。 

⑸  給 付 額 減 額 期 間  介 護 保 険 法 施 行 令 （ 平 成 １ ０ 年 政 令 第 ４ １

２ 号 。以 下「 施 行 令 」と い う 。）第 ３ ３ 条 及 び 第 ３ ４ 条 に 基 づ き

算 定 さ れ た ， 保 険 給 付 費 が １ ０ ０ 分 の ７ ０ （ た だ し ， 介 護 保 険

負 担 割 合 証 に 記 載 の 利 用 者 負 担 割 合 欄 に 記 載 さ れ た 割 合 が ３ 割

で あ る 場 合 は １ ０ ０ 分 の ６ ０ ） に 減 額 さ れ る 期 間 を い う 。  

（ 対 象 外 の 滞 納 保 険 料 ）  

第 ３ 条  次 に 掲 げ る 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 保 険 料 に つ い て ， こ

の 要 綱 は 対 象 と し な い 。  

⑴  他 の 保 険 者 に 対 し て 納 付 義 務 を 負 う 保 険 料 。  

⑵  第 １ 号 被 保 険 者 が 連 帯 し て 納 付 義 務 を 負 う 保 険 料 。  

第 ２ 章  支 払 方 法 の 変 更  

（ 支 払 方 法 変 更 の 記 載 の 基 準 及 び 手 続 ）                     



第 ４ 条  法 第 ６ ６ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 支 払 方 法 変 更 の

記 載 を 次 の 基 準 に よ り 行 う 。  

⑴  支 払 方 法 変 更 の 対 象 と す る 滞 納 期 間  認 定 が 行 わ れ る 日 に お

い て ， 介 護 保 険 法 施 行 規 則 （ 平 成 １ １ 年 厚 生 省 令 第 ３ ６ 号 。 以

下「 施 行 規 則 」と い う 。）第 ９ ９ 条 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 し て い

る 場 合 と す る 。  

⑵  被 保 険 者 証 へ の 支 払 方 法 変 更 の 記 載 の 時 期  前 号 に 掲 げ る 滞

納 期 間 の 経 過 後 最 初 の 機 会 に 行 う 認 定 の 際 に 記 載 を 行 う 。 た だ

し ， 既 に 認 定 を 受 け て い る 被 保 険 者 に つ い て 滞 納 期 間 が １ 年 ６

か 月 を 経 過 す る ま で の 間 に 認 定 の 申 請 が な い 場 合 そ の 他 必 要 と

認 め る 場 合 は ， 随 時 に 被 保 険 者 証 の 提 出 を 求 め て 記 載 を 行 う も

の と す る 。  

２  市 長 は ， 法 第 ６ ６ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 支 払 方 法 変

更 の 記 載 を 行 お う と す る と き は ， 行 政 手 続 法 （ 平 成 ５ 年 法 律 第 ８

８ 号 ） 第 １ ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に 基 づ き ， 対 象 と な る 被 保 険

者 に 対 し ， 介 護 保 険 給 付 の 支 払 方 法 変 更 （ 償 還 払 い 化 ） 予 告 通 知

書（ 様 式 第 １ 号 ）に 弁 明 書（ 様 式 第 ２ 号 。以 下「 弁 明 書 」と い う 。）

を 添 え ， １ ４ 日 間 の 期 間 を 付 し て 弁 明 の 機 会 を 付 与 す る も の と す

る 。  

３  弁 明 は ， 弁 明 書 又 は 任 意 の 書 面 （ 以 下 「 弁 明 書 等 」 と い う 。）

に 弁 明 の 内 容 を 証 明 す る 書 類 を 添 え ， 指 定 さ れ た 期 限 ま で に 行 わ

な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 書 面 を も っ て 行 う こ と が 困 難 な 事 情

が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は ， 市 長 が 指 定 す る 日 時 及 び 場 所 に お

い て 口 頭 に よ っ て 行 う こ と が で き る 。  

４  前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 弁 明 が 口 頭 で 行 わ れ た 場 合 は ， 聴 取

を 行 っ た 担 当 職 員 が 弁 明 記 録 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に 記 録 し ， 弁 明 者

に 記 録 内 容 の 確 認 を 求 め る も の と す る 。  

５  市 長 は ， 予 告 通 知 書 で 指 定 し た 期 限 ま で に 弁 明 が な い 場 合 又 は

弁 明 に 理 由 が な い と 認 め る と き は ， 被 保 険 者 に 介 護 保 険 給 付 の 支

払 方 法 変 更 （ 償 還 払 い 化 ） 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 交 付 し て 被 保



険 者 証 に 支 払 方 法 変 更 の 記 載 を 行 う 。  

６  支 払 方 法 変 更 の 措 置 開 始 日 は ， 原 則 と し て ， 認 定 が 行 わ れ る 日

の 属 す る 月 の 翌 月 の 初 日 と す る 。 た だ し ， 要 介 護 認 定 等 の 更 新 の

申 請 の 場 合 は ， 新 た な 要 介 護 認 定 等 の 有 効 期 間 の 開 始 日 と す る 。 

（ 災 害 そ の 他 の 特 別 の 事 情 の 確 認 方 法 及 び 審 査 基 準 ）               

第 ５ 条  法 第 ６ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 支 払 方 法 変 更 の 適 用 を 除

外 さ れ る 災 害 そ の 他 の 政 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 に つ い て は ， 次 の

書 類 等 に よ り 確 認 す る 。  

⑴  施 行 令 第 ３ ０ 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 並 び に 施 行 規 則 第 １ ０ ０ 条

第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 規 定 す る 事 情  伊 丹 市 介 護 保 険 条 例 施 行 規

則（ 平 成 １ ２ 年 伊 丹 市 規 則 第 ３ ８ 号 。以 下 ｢規 則 ｣と い う 。）第 ７

条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 提 出 さ れ た 保 険 料 の 減 免 の 申 請 書 そ の

他 の 公 簿 書 類 又 は 前 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 弁 明 書 等 若 し く は 同 条

第 ４ 項 に 規 定 す る 弁 明 記 録 書   

⑵  施 行 規 則 第 １ ０ ０ 条 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 に 規 定 す る 事 情  生 活

保 護 台 帳 ， 各 種 公 費 負 担 医 療 受 給 者 台 帳 そ の 他 の 公 簿 書 類 又 は

前 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 弁 明 書 等 若 し く は 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る

弁 明 記 録 書  

２  前 項 第 １ 号 の 審 査 基 準 は ， 条 例 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 保 険 料 の 減

免 事 由 等 に 係 る 適 用 基 準 を 定 め た 規 則 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 を 準

用 す る 。  

（ 滞 納 保 険 料 の 完 納 に よ る 支 払 方 法 変 更 措 置 の 終 了 手 続 ）            

第 ６ 条  第 ４ 条 の 規 定 に よ り 支 払 方 法 変 更 の 記 載 を 受 け た 者 が 滞

納 保 険 料 を 完 納 し た と き は ， 介 護 保 険 給 付 の 支 払 方 法 変 更 措 置 終

了 申 請 （ 届 出 ） 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に 被 保 険 者 証 を 添 え て 速 や か に

市 長 に 届 出 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。       

２  市 長 は ， 前 項 に 定 め る 届 出 に 基 づ き 滞 納 保 険 料 の 完 納 の 事 実 を

確 認 し た と き は ， 介 護 保 険 給 付 の 支 払 方 法 変 更 （ 償 還 払 い 化 ） 措

置 終 了 承 認 （ 不 承 認  ） 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 被 保 険 者 に

通 知 す る 。 な お ， 支 払 方 法 変 更 を 解 除 す る 場 合 は ， 併 せ て ， 被 保



険 者 証 に 終 了 年 月 日 の 記 載 を 行 う 。  

３  前 項 に 掲 げ る 終 了 年 月 日 は ， 当 該 記 載 を 行 う 日 と す る 。  

（ 災 害 そ の 他 の 特 別 の 事 情 に よ る 支 払 方 法 変 更 措 置 の 終 了 手 続 ）  

第 ７ 条  第 ４ 条 の 規 定 に よ り 支 払 方 法 変 更 の 記 載 が な さ れ た 後 に

施 行 令 第 ３ １ 条 に 規 定 す る 事 情 が 生 じ た た め ， 当 該 記 載 の 消 除 を

受 け よ う と す る 者 は ， 介 護 保 険 給 付 の 支 払 方 法 変 更 措 置 終 了 申 請

（ 届 出 ） 書 に 災 害 そ の 他 特 別 の 事 情 を 証 明 す る 書 類 及 び 被 保 険 者

証 を 添 え て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。        

２  施 行 令 第 ３ １ 条 に 規 定 す る 事 情 の 審 査 基 準 は ， 次 の と お り と す

る 。  

⑴  法 第 ６ ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 要 介 護 者 等 滞 納 額 の 著 し い 減 少  

次 の い ず れ の 要 件 を も 満 た す こ と 。  

ア  第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 滞 納 期 間 を 経 過 し た 滞 納 保 険

料 が な く ， 次 の 認 定 時 に お い て も 当 該 記 載 の 対 象 と な ら な い

こ と が 確 実 に 見 込 ま れ る こ と 。  

イ  滞 納 保 険 料 額 が 支 払 方 法 変 更 の 記 載 時 点 に お け る 滞 納 保 険

料 額 の ２ 分 の １ 以 下 と な っ て い る こ と 。  

⑵  法 第 ６ ６ 条 ３ 項 に 規 定 す る 災 害 そ の 他 政 令 で 定 め る 特 別 の 事

情  第 ５ 条  第 ２ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

３  市 長 は ， 第 １ 項 の 申 請 に 対 す る 可 否 を 決 定 し た と き は ， 介 護 保

険 給 付 の 支 払 方 法 変 更 （ 償 還 払 い 化 ） 終 了 承 認 （ 不 承 認 ） 通 知 書

に よ り 被 保 険 者 に 通 知 す る 。 な お ， 支 払 方 法 変 更 を 解 除 す る 場 合

は ， 併 せ て ， 被 保 険 者 証 に 終 了 年 月 日 の 記 載 を 行 う 。  

４  前 項 に 掲 げ る 終 了 年 月 日 は ， 当 該 記 載 を 行 う 日 と す る 。  

第 ３ 章  保 険 給 付 の 支 払 の 一 時 差 止  

（ 保 険 給 付 の 支 払 の 一 時 差 止 の 基 準 及 び 手 続 ）                 

第 ８ 条  市 長 は ， 法 第 ６ ７ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 規 定 す る 保 険 給 付

の 支 払 の 一 時 差 止 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 差 止 」 と い う 。） を 次

の 基 準 に よ り 行 う 。  

⑴  差 止 の 対 象 と す る 滞 納 期 間  保 険 給 付 費 の 支 払 予 定 日 時 点 で



施 行 規 則 第 １ ０ ３ 条 に 規 定 す る 期 間 を 経 過 し て い る 場 合 と す る 。 

⑵  差 止 額  差 止 額 が 差 止 を 行 う 時 点 の 滞 納 保 険 料 額 以 上 と な る

に 至 る ま で 保 険 給 付 全 部 の 支 払 を 差 し 止 め る 。 た だ し ， 全 部 の

支 払 を 差 し 止 め る と 差 止 額 が 滞 納 保 険 料 額 を 超 え る こ と と な る

場 合 は ， 当 該 金 額 を 限 度 と し て 一 部 の 支 払 い を 差 し 止 め る 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 差 止 を 行 う 場 合 は ， 介 護 保 険 給 付 費

支 給 決 定 通 知 書 兼 支 払 一 時 差 止 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 被 保

険 者 に 通 知 す る 。  

（ 災 害 そ の 他 の 特 別 の 事 情 等 に よ る 差 止 の 終 了 手 続 ）              

第 ９ 条  前 条 の 規 定 に よ り 差 止 を 受 け て い る 被 保 険 者 に 法 第 ６ ７

条 第 １ 項 に 規 定 す る 災 害 そ の 他 の 特 別 の 事 情 が 生 じ た と き は ， 当

該 被 保 険 者 は 第 ７ 条 第 １ 項 に 定 め る 支 払 方 法 変 更 の 終 了 申 請 を

行 う も の と し ， 市 長 は ， 支 払 方 法 変 更 の 記 載 の 削 除 に 併 せ て 差 止

を 終 了 す る 。  

２  市 長 は ， 前 項 に 掲 げ る 場 合 の ほ か ， 支 払 方 法 変 更 の 記 載 を 削 除

し た 場 合 は 差 止 を 終 了 す る 。  

３  市 長 は ， 前 ２ 項 の 規 定 に よ り 差 止 を 終 了 す る 場 合 は ， 介 護 保 険

給 付 の 支 払 一 時 差 止 終 了 通 知 書 兼 支 払 通 知 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に よ

り 被 保 険 者 に 通 知 し ， 差 し 止 め て い た 保 険 給 付 費 を 速 や か に 支 払

う 。  

第 ４ 章  保 険 給 付 費 か ら の 滞 納 保 険 料 の 控 除  

（ 滞 納 保 険 料 の 控 除 の 手 続 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は ， 法 第 ６ ７ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 保 険 給 付 費 か ら の

滞 納 保 険 料 の 控 除 を 次 の 基 準 に よ り 行 い ，対 象 と な る 被 保 険 者 の

滞 納 保 険 料 に 充 当 す る 。  

⑴  控 除 を 行 う 場 合  次 の い ず れ か に 該 当 す る と き 。  

ア  第 ８ 条 に 規 定 さ れ る 差 止 額 が 滞 納 保 険 料 額 以 上 と な っ た 後

１ か 月 間 を 経 過 し て も な お 滞 納 保 険 料 が 解 消 し な い と き 。  

イ  そ の 全 部 又 は 一 部 の 支 払 を 差 し 止 め た 保 険 給 付 の 支 給 決 定

を 行 な っ た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ５ 月 末 日 ま で に 滞 納 保



険 料 が 解 消 し な い と 見 込 ま れ る と き 。  

ウ  滞 納 保 険 料 の 全 部 又 は 一 部 が 徴 収 権 の 消 滅 時 効 に よ り 徴 収

で き な く な る と 見 込 ま れ る と き 。  

⑵  控 除 額  控 除 を 行 う 時 点 に お け る 滞 納 保 険 料 額 と す る 。 た だ

し ， 差 止 額 が 当 該 滞 納 保 険 料 額 に 満 た な い 場 合 は 差 止 額 を 限 度

と す る 。  

⑶  充 当 順 位  前 号 の 控 除 額 が 滞 納 保 険 料 額 に 満 た な い 場 合 の 当

該 被 保 険 者 の 滞 納 保 険 料 へ の 充 当 は ， 納 期 の 古 い も の か ら 順 に

行 う 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 差 し 止 め た 保 険 給 付 の 額 か ら 滞 納 保

険 料 の 控 除 を す る と き は ， 介 護 保 険 滞 納 保 険 料 控 除 通 知 書 （ 様 式

第 ９ 号 ） に よ り あ ら か じ め 被 保 険 者 に 通 知 す る 。 こ の 場 合 に お い

て ， 控 除 額 を 滞 納 保 険 料 に 充 当 し た 結 果 ， 当 該 被 保 険 者 の 滞 納 保

険 料 が 完 納 さ れ ， 又 は 滞 納 保 険 料 額 が 著 し く 減 少 す る こ と と な る

場 合 は ， 介 護 保 険 給 付 に 係 る 滞 納 保 険 料 控 除 及 び 支 払 方 法 変 更 措

置 終 了 通 知 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ） に よ り 被 保 険 者 に 通 知 し ， 被 保 険

者 証 の 提 示 を 求 め て 被 保 険 者 証 に 終 了 年 月 日 の 記 載 を 行 う 。  

３  前 項 に 掲 げ る 終 了 年 月 日 は ， 当 該 記 載 を 行 う 日 と す る 。  

第 ５ 章  給 付 額 減 額 等 の 記 載  

（ 給 付 額 減 額 等 の 記 載 の 手 続 ）  

第 １ １ 条  市 長 は ， 法 第 ６ ９ 条 第 １ 項 ， 施 行 規 則 第 １ １ １ 条 及 び 第

１ １ ２ 条 の 規 定 に よ り 給 付 額 減 額 等 の 記 載 を 行 う 場 合 に は ， 介 護

保 険 給 付 額 減 額 通 知 書 （ 様 式 第 １ １ 号 ） に よ り 被 保 険 者 に 通 知 す

る 。   

（ 災 害 そ の 他 の 特 別 の 事 情 の 確 認 方 法 及 び 審 査 基 準 ）  

第 １ ２ 条  法 第 ６ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 給 付 額 減 額 等 記 載 の 適

用 を 除 外 さ れ る 災 害 そ の 他 の 政 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 に つ い て

は 、 次 の 書 類 等 に よ り 確 認 す る 。  

⑴  施 行 令 第 ３ ５ 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 並 び に 施 行 規 則 第 １ １ ３ 条

第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 規 定 す る 事 情  規 則 第 ７ 条 第 ３ 項 の 規 定 に



基 づ く 保 険 料 の 減 免 の 申 請 書 そ の 他 の 公 簿 書 類  

⑵  施 行 規 則 第 １ １ ３ 条 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 に 規 定 す る 事 情  生 活

保 護 実 施 機 関 が 有 す る 生 活 保 護 台 帳 ， 当 該 実 施 機 関 が 発 行 す る

生 活 保 護 境 界 層 証 明 書 等 の 公 簿 書 類  

２  前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 情 の 審 査 基 準 は ， 第 ５ 条 第 ２ 項 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

（ 災 害 そ の 他 の 特 別 の 事 情 に よ る 給 付 額 減 額 等 の 終 了 ）  

第 １ ３ 条  法 第 ６ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 給 付 額 減 額 等 の 記 載 が

行 わ れ た 後 に 施 行 令 第 ３ ５ 条 に 規 定 す る 事 情 が 生 じ た た め ， 給 付

額 減 額 等 の 記 載 の 消 除 を 受 け よ う と す る 者 は ， 介 護 保 険 給 付 額 減

額 措 置 終 了 申 請 書 （ 様 式 第 １ ２ 号 ） に 災 害 そ の 他 の 特 別 の 事 情 を

証 明 す る 書 類 及 び 被 保 険 者 証 を 添 え て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な

ら な い 。  

２  施 行 令 第 ３ ５ 条 に 規 定 す る 事 情 の う ち 前 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲

げ る 事 情 の 審 査 基 準 は ， 第 ５ 条 第 ２ 項 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

３  市 長 は ， 第 １ 項 の 申 請 に 対 す る 可 否 を 決 定 し た 場 合 は ， 介 護 保

険 給 付 額 減 額 措 置 終 了 承 認 （ 不 承 認 ） 通 知 書 （ 様 式 第 １ ３ 号 ） に

よ り 被 保 険 者 に 通 知 す る 。 な お ， 同 項 の 申 請 に 基 づ き 給 付 額 減 額

の 措 置 を 解 除 す る 場 合 は ， 併 せ て ， 被 保 険 者 証 か ら 給 付 額 減 額 の

記 載 を 消 除 す る 。  

４  前 項 の 決 定 に 基 づ く 給 付 額 減 額 の 措 置 の 解 除 は ， 原 則 ， 施 行 令

第 ３ ５ 条 に 規 定 す る 事 情 が 生 じ た 日 が 属 す る 月 の 初 日 に 遡 っ て

行 う も の と す る 。 た だ し ， 施 行 令 第 ３ ５ 条 に 規 定 す る 事 情 が 措 置

開 始 日 よ り も 前 に 生 じ た 場 合 は ， 措 置 開 始 日 を 終 了 年 月 日 と す る 。 

（ 雑 則 ）  

第 １ ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に

定 め る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ４ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  



こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ， 改 正 前 の 様 式 に よ り 使 用 さ れ て い る 書 類

は ， 改 正 後 の 様 式 に よ る も の と み な す 。  

 



様 式 第 １ 号  

第 号

　　　　年　　　月　　　日

伊丹市長

　被保険者氏名

　　　　　年　　月　　日にあなたは、要介護（更新）認定・要支援（更新）申請をしましたが、あなたの介護保険料

は別紙のとおり滞納となっています。

　したがって、今後も保険料滞納の状態が続いた場合には、介護保険法第６６条第１項・第２項の規定に基づく保険給付

の償還払い化の措置（支払方法変更）をとることになりますので予告します。

　「保険給付の償還払い（支払方法変更）」とは介護サービスを受けたとき、サービス提供事業者にいったん費用の全額を

支払い、後日、領収証を添付して保険者負担分（費用の９割、８割または７割）を保険者に対して請求する制度です。

　なお、特別な事情により一括納付が困難な場合などは、下記の問い合わせ先に相談してください。

問い合わせ先

弁明の機会を付与する通知

　この通知について異議がある場合は、弁明をする事ができますので、下記の提出期限までに別紙弁明書を

提出してください。

弁明書提出先

弁明書提出期限

　　　　　　年　　　月　　　日

方法を変更する措置が定められています。

介護保険給付の支払方法変更（償還払い化）予告通知書

　被保険者番号

　介護保険料が滞納のままですと、制度の運営に大きな支障をきたすため、介護保険法では滞納の方に対し、給付の支払

 



第 号
　　　　年　　　月　　　日

被保険者氏名

【保険料滞納の状況】

年度 期別

※上記は、　　　　　　　年　　　月　　　日現在の滞納額です。行き違いに納入された場合には、すみやかに申し出て下さい。

保険料額 収納額 滞納額 備考

介護保険給付の支払方法変更（償還払い化）予告通知書（保険料滞納状況）

被保険者番号



様 式 第 ２ 号  

年 月 日

伊丹市長　様 弁明者 住所

氏名

※自署しない場合は記名押印してください

連絡先 （ ） -

被保険者との関係

　　　　年 月 日 第 　　　　　　　　　　　　　　　 号　で通知のあった介護保険給付の

支払方法変更（償還払い化）予告に対して、次のとおり弁明します。

　３　添付書類　（証明書類）

・代理人を証する書類（書状）

・公費負担医療等受給者証

・罹災証明書

・保険料領収書

※ １及び３は、該当する項目に○印を入れた上で、必要な項目を記入してください。

※ １に記載の理由以外は、法令上、償還払い化をとりやめることはできませんが、保険料を納付できな

い特段の事情があれば、２にその事情を記載していただいて差し支えありません。

被保険者氏名 被保険者番号

弁　明　書

　　　　　予告書の裏面に記載した特別の事情の番号（　　　）　（具体的な状況は２に記載のとおり）

　　（３）　滞納保険料を納付している。（具体的な状況は２に記載のとおり）

　２　具体的な状況

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１　償還払い化の措置に該当しない理由

　　（１）　公費負担医療を受給している。

　　　　　予告書の裏面に記載されている公費負担医療の番号（　　　）

　　（２）　災害その他の特別の事情がある。

 



様 式 第 ３ 号  

年 月

： ～

４　弁明の要旨

　【具体的な状況】

提出された証拠書類等

・代理人を証する書類（委任状）

・公費負担医療等受給者証

・罹災証明書

・保険料領収書

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　【弁明者確認欄】

私が弁明した要旨及び提出書類は、上記のとおり相違ありません。

月 日

（弁明者氏名）

※自署しない場合は記名押印してください。

月

弁　明　記　録　書

日付 第 号で下記被保険者に対して通知した介護保険給付の

：

件名
支払方法変更（償還払い化）予告に対する弁明

被保険者氏名 被保険者番号

３　弁明を行った者
住所

氏名 被保険者との続柄

２　弁明を聴取した場所

　（１）　　公費負担医療を受給している。

　　　　　予告書の裏面に記載されている公費負担医療の番号（　　　）

日 （　　　　）年１　弁明を聴取した日時

年

　（２）　　災害その他の特別の事情がある。

　　　　　予告書の裏面に記載した特別の事情の番号（　　　）　　　具体的な状況は次に記載のとおり

　（３）　　滞納保険料を納付している。　　　具体的な状況は次に記載のとおり

記録者 伊丹市

 



様 式 第 ４ 号  

第 号

　　　　年　　　月　　　日

伊丹市長

　被保険者氏名

　　　　　年　　月　　日付　　第　　　　　　　　　　号で、「介護保険給付の支払方法変更（償還払い化）予告通知書」

において既に通知していますが、未だ別紙の介護保険料が滞納となっていますので、介護保険法第６６条第１項・第２項

の規定に基づき、　　　　　年　　　月　　　日以降にあなたが利用する介護サービスについて保険給付の支払方法を変更し、

　また、滞納保険料が著しく減少した場合、災害その他特別な事情があると認められる場合には、この措置を中止する

ことになりますので、該当すると思われる方は、被保険者証を添えて、すみやかに下記の問い合わせ先に申し出てください。

介護保険給付の支払方法変更（償還払い化）通知書

　被保険者番号

保険給付を償還払いとすることに決定しましたので通知します。

 



第 号
　　　　年　　　月　　　日

被保険者氏名

【保険料滞納の状況】

年度 期別

※上記は、　　　　　　　年　　　月　　　日現在の滞納額です。行き違いに納入された場合には、すみやかに申し出て下さい。

保険料額 収納額 滞納額 備考

介護保険給付の支払方法変更（償還払い化）通知書（保険料滞納状況）

被保険者番号

 



様 式 第 ５ 号  

　伊丹市長　様

申請（届出）者

※自署しない場合は記名押印してください

個人番号

　被保険者氏名

１．　償還払い化の措置の終了事由

  （１）　滞納保険料を納付した。　 (具体的な状況を２に記載）　

  （２）　公費負担医療を受給した。

　　    　  償還払い化通知書の裏面に記載されている公費負担医療の番号 [     ]

  （３）　　災害その他の特別の事情が生じた。

　　　　      償還払い化通知書の裏面に記載した特別の事情の番号 [      ]　　 (具体的な状況を２に記載）

２．　具体的な状況

３．　添付書類（証明書類）

　　　・代理人を証する書類（委任状）

　　　・公費負担者医療等受給者証

　　　・罹災証明書

　　　・保険料領収書

　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　・被保険者証

　　

※　１及び３は、該当する項目に○印を入れた上で、必要な項目を記入してください。

※　申請（届出）内容を審査（確認）した結果、償還払い化措置を終了することが適当と認められた場合

　に限り、被保険者証の支払方法変更の記載を消除して措置を終了します。

連絡先　（　　　　　　）　　　　　　　－

被保険者との関係

　被保険者番号

　介護保険給付の支払方法変更（償還払い化）措置の終了事由が生じましたので、被保険者証を添えて

　　　　年　　　月　　　日

申請（届出）します。

介護保険給付の支払方法変更措置終了申請（届出）書

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 



様 式 第 ６ 号  

様

被保険者氏名 被保険者番号

　先に申請がありました介護保険給付支払方法変更（償還払い化）終了申請（届出）につきましては、

下記のとおり決定（確認）しましたので通知します。

・

・

・

　４．　災害その他の特別の事情（２・３を除く） ・

不承認の場合申請
事由について非該当
と判断した理由

年　　月　　日

該当 非該当

　３．　公費負担医療の受給 該当 非該当

該当 非該当

決定（確認）内容

　支払方法変更の終了を

　１．　承認する（確認した）　　　[　終了年月日　　　 　　　　年　　月　　日　]

　２．　承認しない

承認若しくは不承認
の内容又は確認した
内容

　１．　滞納保険料の完納 該当 非該当

　２．　滞納額の著しい減少

介護保険給付の支払方法変更（償還払い化）措置終了承認（不承認）通知書

      第        号

伊丹市長

 



様 式 第 ７ 号  

 

第 号

　　　　年　　　月　　　日

伊丹市長

　被保険者氏名

　　　　　年　　月　　日にあなたは、保険給付の償還払いの申請をしましたが、あなたの介護保険料は別紙のとおり

滞納となっています。介護保険料が滞納のままですと、制度の運営に大きな支障をきたすため、介護保険法では滞納の方

に対し、保険給付の支払の一時差止の措置が定められています。

保険給付の支払の一時差止を行うことに決定いたしましたので、通知します。

　「保険給付の支払の一時差止」とは、保険給付の償還払いの申請があったとき、償還払いの対象となる金額の全部また

は一部について支払の一時差止を行うものです。

　なお、今回の給付の支払の一時差止の対象となる介護サービス及び金額は、次のとおりです。

　差止の対象となる介護サービス ：

　差止の対象となる介護サービスの提供年月 ：

　差止の対象となる給付額 ： 円

　なおこの通知により、保険給付の支払の一時差止が行われた場合でも、災害その他特別な事情があると認められる

場合にはこの措置を中止することになりますので、該当すると思われる方はすみやかに被保険者証を添えて、

伊丹市に申し出てください。

　したがって、下記の期日までに保険料が納付されない場合には、介護保険法第６７条第１項・第２項の規定に基づき、

介護保険給付の支払一時差止通知書

期日　　　　　　年　　　月　　　日

　被保険者番号



第 号
　　　　年　　　月　　　日

被保険者氏名

【保険料滞納の状況】

年度 期別

※上記は、　　　　　　　年　　　月　　　日現在の滞納額です。行き違いに納入された場合には、すみやかに申し出て下さい。

保険料額 収納額 滞納額 備考

介護保険給付の支払一時差止通知書（保険料滞納状況）

被保険者番号

 



様 式 第 ８ 号  

年 月 日

様

被保険者氏名 被保険者番号

　　　  年　 月 　日　　第　　　号、 　　年　 月　 日 　第　　号及び　　 年　 月　 日 　第　　号で支給決定 

及び支払の一時差止を通知していた下記の介護保険給付については、差止めを解除して支払います。

【支払内容】

【差止解除の理由】

　１．　滞納保険料の完納

伊丹市長

介護保険給付の支払の一時差止終了通知書兼支払通知書

支払を差し止めていた給付

　　　　第　　　　号

今回支払額（①－②）　　既支払額　②　　支給決定額　①

　２．　滞納額の著しい減少

　３．　公費負担医療の受給

　４．　災害その他の特別の事情（２・３を除く）

 



様 式 第 ９ 号  

年 月 日

様

被保険者番号

　　　  年　 月 　日　　第　　　号、 　　年　 月　 日 　第　　号及び　　 年　 月　 日 　第　　号で

保険給付の支払の一時差止を通知し、滞納保険料の納付をお願いしていましたが、その後も

保険料の滞納が続いているため、さきにお知らせしているとおり、介護保険法第６７条第３項の

規定により、下記のとおり差し止めている給付費から滞納保険料相当額を控除し、あなたの滞

納保険料に充当します。

【支払を差し止めている給付費（Ａ）】

【給付費から控除・充当する滞納保険料額（Ｂ）】

年度 期別 滞納額

介護保険滞納保険料控除通知書

　　　　第　　　　号

差引差止額（①－②）

伊丹市長

　　　　年　　月　　日

　　既支払額　②

滞納保険料控除・充当予定日

支払を差し止めている給付

被保険者氏名

支給決定金額　①

合　　　計

保険料額 充当額 年度 期別 保険料額 滞納額 充当額

合　　計
※　上記は　　年　　月　　日現在の滞納額です。行き違いに納付されている場合は、すみやかに申し出てください。

※　今回充当する滞納保険料の延滞金は別途請求します。

※　給付費が充当されない納期は滞納保険料が残りますので、別途お支払いください。

 



様 式 第 １ ０ 号  

年 月 日

様

被保険者番号

　　　　　年　 月 　日　　第　　　号、　　 　年　 月　 日 　第　　号及び　　　　年　 月　 日 　

　第　　号で保険給付の支払の一時差止を通知し、滞納保険料の納付をお願いしていましたが、
その後も保険料の滞納が続いているため、さきにお知らせしているとおり、介護保険法第６７条

第３項の規定により、下記のとおり差し止めている給付費から滞納保険料相当額を控除し、あ

【支払を差し止めている給付費（Ａ）】

【給付費から控除・充当する滞納保険料額（Ｂ）】

年度 期別 滞納額

 　に申し出てください。

介護保険給付に係る滞納保険料控除及び支払方法変更措置終了通知書

　　　　第　　　　号

差引差止額（①－②）

伊丹市長

　　既支払額　②支払を差し止めている給付

被保険者氏名

支給決定金額　①

合　　　計

保険料額 充当額 年度 期別 保険料額 滞納額 充当額

　　　　※　上記は　　　　年　　月　　日現在の滞納額です。行き違いに納付されている場合は、すみやか

　　　　※　今回充当する滞納保険料の延滞金は別途請求します。

　　　　※　給付費が充当されない納期は滞納保険料が残りますので、別途お支払いください。

合　　計

なたの滞納保険料に充当したうえで残額を支払います。

滞納保険料控除・充当及び支払予定日 　　　　　年　　月　　日

　 なお、保険料の充当に伴い、保険給付の支払方法変更（償還支払い化）の対象となる滞納

保険料が解消（著しく減少）するため、被保険者証の支払方法変更の記載を消除しますので、

　　　　年　　月　　日までに被保険者証を伊丹市介護保険課に提出してください。

滞納保険料控除後の保険給付費支払額（Ａ－Ｂ）

 



様 式 第 １ １ 号  

第 号

　　　　年　　　月　　　日

伊丹市長

　被保険者氏名

　　　　　年　　月　　日にあなたは、（要介護（更新）認定・要支援（更新）認定・要介護状態区分の変更）申請を

しましたが、あなたの介護保険料は別紙のとおり未納となっておりますが、すでに保険料を徴収する権利が時効によっ

て消滅しているため、遡って納めていただくことができません。

　保険料未納の方に対し、通常の保険給付を行うことは、被保険者間の公平を損なうことから、介護保険法第６９条第

１項の規定により、介護給付等（居宅介護（介護予防）サービス計画費の支給、特例居宅介護（予防）サービス計画費

の支給、高額介護（予防）サービス費の支給及び高額医療合算介護（予防）サービス費の支給並びに特定入所者介護

（予防）サービス費の支給、特例特定入所者介護（予防）サービス費の支給を除く。）の額の減額を行い、高額介護

（予防）サービス費、高額医療合算介護（予防）サービス費並びに特定入所者介護（予防）サービス費の支給を行わ

ないことに決定しましたので通知します。

　なお、災害及びその他の特別の事情等が発生した場合には、給付額減額等の措置の対象外となりますので、速やかに

下記の問い合わせ先に届け出をしてください。

　　給付額減額の措置を行う期間　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　　年　　　月　　　日

　　給付額減額の算定根拠

1

　　給付額減額期間＝保険料徴収権消滅期間　 × × 　　　 ×　１２

2

　　徴収権消滅期間：（未納・時効消滅額／年賦課額）＋（未納・時効消滅額／年賦課額）＋・ ＝　　 　   年

　　納付済期間：（納付済額／年賦課額）＋（納付済額／年賦課額）＋・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＝　　 　   年

　　※保険料納付の状況は別紙を参照

保険料徴収権消滅期間＋保険料納付済期間

介護保険給付額減額通知書

保険料徴収権消滅期間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　被保険者番号



第 号
　　　　年　　　月　　　日

被保険者氏名

【保険料納付の状況（　　　　　　　年　　　月　　　日現在）】

年度

※過去に「給付額減額の措置」が適用されている場合、上記の未納・時効消滅額、納付額の合計は、給付額減額の算定根拠

　の額と異なる場合があります。

未納・時効消滅額 納付額 年賦課額 備考

介護保険給付額減額通知書（保険料納付状況）

被保険者番号

年度 円 円 円

年度 円 円 円

年度 円 円 円

年度 円 円 円

年度 円 円 円

年度 円 円 円

年度 円 円 円

年度 円 円 円

年度 円 円 円

年度 円 円 円

 



様 式 第 １ ２ 号  

　伊丹市長　様

申請（届出）者

個人番号

　被保険者氏名

１．　給付額減額措置の終了事由

  （１）　災害その他の特別の事情　 (（２）　（３）　以外）が生じた。　

　　　　　通知書の裏面に記載した特別の事情の番号 [      ]　　 (具体的な状況を２に記載）

  （２）　生活保護を受給した。

  （３）　生活保護境界層に該当した。

２．　具体的な状況

３．　添付書類（証明書類）

　　　・代理人を証する書類（委任状）

　　　・罹災証明書

　　　・生活保護受給証明書

　　　・生活保護境界層該当証明書

　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　・被保険者証

※　１及び３は、該当する項目に○印を入れた上で、必要な項目を記入してください。

※　申請（届出）内容を審査（確認）した結果、給付額減額措置を終了することが適当と認められた場合

　に限り、被保険者証の給付額減額の記載を消除して措置を終了します。

　被保険者番号

連絡先　（　　　　　　）　　　　　　　－

被保険者との関係

　介護保険給付額措置の終了事由が生じましたので、被保険者証を添えて申請（届出）します。

　　　　年　　　月　　　日

介護保険給付額減額措置終了申請書

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　※自署しない場合は記名押印してください

 



様 式 第 １ ３ 号  

年 月 日

様

被保険者氏名 被保険者番号

　先に申請がありました介護保険給付額減額措置の終了につきましては、下記のとおり決定しました

ので通知します。

・

・

・

　　　　第　　　　号

　給付額減額措置の終了を

　２．　承認しない

介護保険給付額減額措置終了承認（不承認）通知書

伊丹市長

決定内容 　１．　承認する　　　[　終了年月日　　　    　　　年　　　月　　　日　]

　１．　災害その他の特別の事情（２・３を除く）

　２．　生活保護受給

　３．　生活保護境界層

承認若しくは
不承認の内容

非該当該当

該当

該当

非該当

非該当

不承認の場合申請
事由について非該当
と判断した理由

 

 


